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県内のご相談が 
急増しているぱおよ！ 
注意してほしいゾウ！ 

若者を標的にした特殊詐欺が 
        多発しています！ 

 パソコンやスマートフォンで、無料のアダルトサイトを閲覧してい
たら、突然「有料サイトへの会員登録が完了しました。」という画面
が表示され、高額な利用料を請求されたという相談が数多く寄せられ
ています。 

●島根県消費者センターに寄せられた事例を紹介します 
 ＜事例１＞ 
  スマートフォンでアダルトサイトを見ていたら突然シャッター音が鳴り、「登   
 録完了しました。３日間以内にサイト利用料98,000円お支払いください。」と表 
 示され、写真を撮られたと思い怖くなって支払ってしまった。 
 ＜事例２＞ 
  アダルトサイトで無料の動画を見ようとしたとたんに会員登録された。「誤っ 
 て操作してしまった方はコチラ」という連絡先に電話をして、個人情報を伝えて 
 しまった。 
 ＜事例３＞ 
  ＳＭＳ（ショートメッセージサービス）に「有料動画サイトの料金が未納です。 
 こちらに連絡しないと法的手続きをとります。」とメールが届いた。身に覚えの 
 ない内容・相手だが電話番号を知られてしまったので怖い。 
 

●島根県内の被害件数・被害金額共に増加しています！ 
  島根県内では今年１～９月末で被害件数１０件、被害金額３，３９３万円に 
 上っており、昨年同期の被害件数２件、被害金額２１０万円に比べ急増してい  
 ます。 
  被害に遭った１０件のうち、８人が２０代～３０代と若者の被害が多いのが特 
 徴です。 
 

●島根県消費者センターからのアドバイス 
 ・契約を結んでいないこのような請求に応じる必要はありません。 
 利用料金を請求されても、支払ったり業者に連絡したりしないで 
 ください。 
 ・支払方法は口座への振り込みが主流ですが、最近はコンビニ 
 エンスストアなどで購入できる電子マネーギフト券を使って 
 支払いをさせる手口も増えています。 
 ・トラブルに巻き込まれた場合、一人で悩まずに家族や消費者 
 センターに相談してください。 
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